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諮問第１号 

 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和24年法

律第139号）第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求める。 

 

 

平成29年６月８日提出 

 

登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

住  所 登米市迫町 

氏  名 東  敬 三 
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諮問第２号 

 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和24年法

律第139号）第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求める。 

 

 

平成29年６月８日提出 

 

登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

住  所 登米市津山町 

氏  名 山 形 利 文 
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報告第12号 

 

繰越明許費繰越計算書について 

 

平成28年度登米市一般会計予算、登米市下水道事業特別会計予算及び登米市宅地

造成事業特別会計予算の繰越明許費について、別紙のとおり繰越計算書を調製したの

で、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第146条第２項の規定により報告する。 

 

 

平成 29 年６月８日提出 

 

                     登米市長 熊 谷 盛 廣     
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報告第 13 号 

 

平成28年度登米市水道事業会計継続費繰越計算書について 

 

 平成28年度登米市水道事業会計予算について、別紙のとおり継続費繰越計算書を調

製したので、地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第18条の２第１項の規

定により報告する。 

 

 

平成 29 年６月８日提出 

 

登米市長 熊 谷 盛 廣 
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報告第 14 号 

 

 平成28年度登米市水道事業会計予算の繰越計算書について 

 

平成28年度登米市水道事業会計予算について、別紙のとおり繰越計算書を調製し

たので、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第３項の規定により報告す

る。 

 

 

平成 29 年６月８日提出 

 

登米市長 熊 谷 盛 廣 
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報告第 15 号 

 

平成28年度登米市病院事業会計継続費繰越計算書について 

 

平成28年度登米市病院事業会計予算について、別紙のとおり継続費繰越計算書を

調製したので、地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第18条の２第１項の

規定により報告する。 

 

 

平成 29 年６月８日提出 

 

登米市長 熊 谷 盛 廣 
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報告第 16 号 

 

平成28年度登米市病院事業会計予算の繰越計算書について 

 

平成28年度登米市病院事業会計予算について、別紙のとおり繰越計算書を調製し

たので、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第３項の規定により報告す

る。 

 

 

平成 29 年６月８日提出 

 

登米市長 熊 谷 盛 廣 
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議案第 47 号 

 

登米市公園条例の一部を改正する条例について 

 

登米市公園条例（平成17年登米市条例第188号）の一部を次のとおり改正するもの

とする。 

 

 

  平成 29 年６月８日提出 

 

                     登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

登米市公園条例の一部を改正する条例 

登米市公園条例（平成 17 年登米市条例第 188 号）の一部を次のように改正する。

別表第２長沼フートピア公園の表ふるさと交流館の項を削る。 

別表第３の２の表を削り、同表３の表中「３ 平筒沼ふれあい公園管理棟・南方

大嶽山交流ハウス・北上親水公園使用料」を「２ 平筒沼ふれあい公園管理棟・南方

大嶽山交流ハウス・北上親水公園使用料」に改め、別表第３の４の表中「４ 中田ふ

れあい中央公園使用料」を「３ 中田ふれあい中央公園使用料」に改める。 

  附 則  

 この条例は、平成 29 年９月１日から施行する。 
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議案第 48 号 

 

登米市火災予防条例の一部を改正する条例について 

 

登米市火災予防条例（平成17年登米市条例第215号）の一部を次のとおり改正する

ものとする。 

 

 

  平成 29 年６月８日提出 

 

                     登米市長 熊 谷 盛 廣   

 

   登米市火災予防条例の一部を改正する条例 

登米市火災予防条例（平成 17 年登米市条例第 215 号）の一部を次のように改正す

る。 

第 47 条の次に次の１条を加える。 

（防火対象物の消防用設備等の状況の公表） 

第 47 条の２ 消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資

するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が、法又は令の規定に違反する場

合は、その旨を公表することができる。 

２ 消防長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該防火対象物の関係

者にその旨を通知するものとする。 

３ 第１項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表の手

続は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成 30 年４月１日から施行する。 
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議案第 49 号 

 

    登米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

登米市国民健康保険税条例（平成17年登米市条例第138号）の一部を次のとおり改

正するものとする。 

 

 

  平成 29 年６月８日提出 

 

                     登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

登米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

登米市国民健康保険税条例（平成17年登米市条例第138号）の一部を次のように改

正する。 

第３条第１項中「100分の8.00」を「100分の7.00」に改める。 

第４条中「100分の9.00」を「100分の6.50」に改める。 

第23条第２号中「265,000円」を「27万円」に改め、同条第３号中「48万円」を

「49万円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の登米市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健 

康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお 

従前の例による。 
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議案第 50 号 

 

財産の取得について 

 

次のとおり財産を取得することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

96条第１項第８号及び登米市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（平成17年登米市条例第73号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

平成29年６月８日提出 

 

登米市長 熊 谷 盛 廣 

 

 

１ 契 約 の 目 的  可搬消防ポンプ付普通積載車購入 

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

３ 契 約 の 金 額  ３９，９６０，０００円 

４ 契約の相手方  宮城県大崎市古川中里一丁目10番29号 

          株式会社 古川ポンプ製作所 

          代表取締役 氏家 英喜 
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議案第51号 

 

財産の取得について 

 

次のとおり財産を取得することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

96条第１項第８号及び登米市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（平成17年登米市条例第73号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

平成29年６月８日提出 

 

 

登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

１ 契 約 の 目 的  東部東和学校給食センター食器・食缶洗浄機購入 

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

３ 契 約 の 金 額  ２１，００６，０００円 

４ 契約の相手方  宮城県登米市東和町錦織字芝山６番地１ 

          株式会社 スエナガ 

          代表取締役 末永 利宏 
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議案第 52 号 

 

財産の取得について 

 

次のとおり財産を取得することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

96条第１項第８号及び登米市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（平成17年登米市条例第73号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

平成29年６月８日提出 

 

 

登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

１ 契 約 の 目 的  東和町域小中学校教育用コンピュータ（校務用）機器購入 

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

３ 契 約 の 金 額  ４８，９２４，０００円 

４ 契約の相手方  宮城県登米市迫町佐沼字中江四丁目13番地３ 

          有限会社 川内事務機 

          代表取締役 猪股 育夫 
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議案第 53 号 

 

財産の取得について 

 

次のとおり財産を取得することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

96条第１項第８号及び登米市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（平成17年登米市条例第73号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

平成29年６月８日提出 

 

 

登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

１ 契 約 の 目 的  南方町域小学校教育用コンピュータ（校務用）機器購入 

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

３ 契 約 の 金 額  ４２，３９０，０００円 

４ 契約の相手方  宮城県登米市南方町長根１番地 

          有限会社 アシストビジネス 

          代表取締役 菅原 浩之 
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議案第 54 号 

 

財産の取得について 

 

次のとおり財産を取得することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

96条第１項第８号及び登米市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（平成17年登米市条例第73号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

平成29年６月８日提出 

 

 

登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

１ 契 約 の 目 的  津山町域小中学校教育用コンピュータ（校務用）機器購入 

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

３ 契 約 の 金 額  ３６，８８２，０００円 

４ 契約の相手方  宮城県登米市登米町寺池桜小路92番地 

          株式会社 カワウチ 

          代表取締役 河内 敏弥 
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議案第 55 号 

    

     登米市辺地総合整備計画の策定及び変更について 

  

登米市辺地総合整備計画を別添のとおり策定及び変更するため、辺地に係る公共

的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和37年法律第88号）

第３条第１項及び同条第８項において準用する同条第１項の規定により、議会の議決

を求める。 

 

 

  平成 29 年６月８日提出 

 

登米市長 熊 谷 盛 廣  
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議案第 56 号 

 

登米市過疎地域自立促進計画の変更について 

 

登米市過疎地域自立促進計画を別添のとおり変更するため、過疎地域自立促進特別

措置法（平成 12 年法律第 15 号）第６条第７項において準用する同条第１項の規定に

より、議会の議決を求める。 

 

 

  平成29年６月８日提出 

 

登米市長 熊 谷 盛 廣     


